
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  姻族関係終了届                      

Ｑ：夫が亡くなりましたが、姑との関係が

うまくいっていません。今後も姑と一緒に生

活していかなければならないかと思うとたま

りません。何か良い方法はありませんか？                          

                                             

Ａ：親族関係終了届出を提出することによ

って姻族関係を終了させることができます。  

【解説】  

結婚をしますと、配偶者は親族になり、配

偶者の親など３親等内の姻族も親族となりま

す。  

この姻族関係は、夫婦が離婚をしますと終

了しますが、配偶者が死別した場合には姻族

関係はそのまま継続することになっています。 

したがって、お尋ねの場合はご主人が亡く

なったということですから、あなたと姑さん

は姻族関係は続き、相変わらず親族というこ

とになります。  

もし、この関係を断ち切りたいということ

でしたら、姻族関係届出書を届出人の本籍地

又は所在地の市区町村役場に提出すれば、そ

の姻族関係を終了させることができます。  

必要な物は、この姻族関係終了届と届出人

の印鑑、配偶者の死亡の事実がわかる戸(除)

籍謄本１部です。  

届出の効力は、届けた日から生じ、婚姻前

の氏(姓)に戻ることを希望するときは、復氏

届を提出します。  

なお、この姻族関係終了届は、死亡した配

偶者の親が届出を行うことはできません。  
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